
令和８年度新座市地域クラブ活動について 

 

１ 活動拠点一覧（６月１２日時点） 

新座中学校  
種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

バドミントン 体育館 ４月（令和７年度から継続） 
平日２日 

休日１日 

女子サッカー 
グラウンド 

（雨天時体育館） 
４月 

平日２日 

休日１日 

剣道 
武道場 

（参加人数によっては体育館） 
４月（令和７年度から継続） 週１日（休日） 

 

 

第二中学校 

 

種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

男子バスケットボール 体育館 
４月（令和７年度から継続） 

※令和７年度の実証事業に参加して

いない学校は学校総合体育大会後

から参加 

週１日（休日） 

女子バスケットボール 体育館 週１日（休日） 

サッカー 
グラウンド 

（雨天時は新座中学校体育館） 
７月 週１日（休日） 

男子ソフトテニス 
テニスコート 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

女子ソフトテニス 
テニスコート 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

演劇 教室 ４月 週１日（休日） 

剣道 武道場 ７月 週１日（休日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三中学校 
 

種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

女子バレーボール 体育館 ７月 週１日（休日） 

卓球 体育館 ７月 週１日（休日） 

野球 
グラウンド 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

  

第四中学校 

種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

女子バレーボール 体育館 ７月 週１日（休日） 

ソフトボール 
グラウンド 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

野球 
グラウンド 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

卓球 体育館 ７月 週１日（休日） 

マーチングバンド 教室・体育館 １月 週１日（休日） 

 

第五中学校  
種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

男子バスケットボール 体育館 ７月 週１日（休日） 

女子バスケットボール 体育館 ７月 週１日（休日） 

男子バレーボール 体育館 ７月 週１日（休日） 

 

 

 

 

 



 第六中学校 

種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

男子ソフトテニス 
テニスコート 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

女子ソフトテニス 
テニスコート 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

硬式テニス 
テニスコート 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

柔道 武道場 ７月 週１日（休日） 

サッカー 
グラウンド 

（雨天時体育館） 
７月 週１日（休日） 

 

新座市総合運動公園  
種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

陸上競技 

(自主運営型) 
陸上競技場 １１月 週１日（休日） 

 

新開小学校  

種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

マーチングバンド 

(自主運営型) 
音楽室 校庭 等 ４月 平日３日 

※小学生対象。新開小学校以外の児童も参加することができます。 

 

 

 

種目・活動 活動場所 開始月 活動頻度 

吹奏楽① 新座中・第二中・第六中 

９月 

月１日程度 

（休日） 

※２月まで 吹奏楽② 第三中・第五中 

〇吹奏楽の地域展開について 

 ・活動の特殊性から、吹奏楽の地域クラブ活動は月１日程度の開催とします。 

 ・地域クラブ活動が行われない週の週休日は、従来通りとなります。休日の部活動の有無については

各校の判断によります。 

 ・移動による負担を分散するため、令和８年度は拠点を一つに定めずローテーションをします。 



 ・活動場所への楽器運搬等、保護者の皆様に御協力をお願いすることがあります。 

  運搬のお手伝いをしていただく保護者様へ、交通費相当の謝礼をお支払いいたします。 

 ・地域クラブ活動では、令和９年２月頃に開催予定の「新座市吹奏楽フェスティバル」における発表

を目指した練習を行います。吹奏楽フェスティバル以降は地域クラブ活動を一時休止し、各校の演

奏会・コンクールを目指した従来通りの活動を行います。 

 ・令和９年９月からは他の種目・活動同様に週１日の地域クラブ活動を行う予定です。 

 

２ 地域クラブ活動参加に係る留意事項について  

(1) 地域クラブ活動への参加は生徒の任意によります。 

(2) 在籍する中学校、所属する部活動の種目に関わらず参加することができます。 

 (3) 中学３年生について、希望者は学校部活動引退後であっても参加することができます。 

 

３ 令和８年度の部活動について  

(1) 地域クラブ活動が土曜日または日曜日に行われている場合は、当該種目の週末の部活動は原則と

して行いません。 

(2) 平日については、これまでどおり部活動を行います。 

(3) 各地域クラブ活動の開始時期は、上位大会への参加等の状況により、上記の開始月から変更する

場合があります。 


